
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

資生堂は「お客さま」「取引先」「株主」「社員」「社会・地球」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続けるために、中長
期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であると認識し
ています。これを実現するために必要な「経営の透明性・公正性・迅速性」の向上に向け、コーポレートガバナンス（企業統治）の強化に努めます。

 当社では、各原則のうち以下の3項目については、一定の取り組みは行っているものの、コーポレートガバナンス・コードが示すベストプラクティ
スの実践を含めたコーポレートガバナンスへの取組みを通じ「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定」を後押しするという観点から、さらなる検証・
検討と対応が必要であると考えています。 
 以下の3項目のうち、原則4-8および原則4-11(3)の2項目については、2015年7月に開催の取締役会においてその方向性について審議し、2015
年12月末を一つのめどとして検討を進めることを決議しました。また、補充原則3-2(1)については、2015年11月末を一つのめどとして、監査役会
において検討を進めることとしています。 
 
 
 
＜補充原則3-2(1)：監査役会による外部会計監査人の評価＞ 
 当社の監査役会では、会計監査人による適正な監査の確保のために、従来より会計監査人の行う監査が適正なものであるかどうかを監査する
とともに、現任の会計監査人について適正な監査の実施の観点から問題がないか、また、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更
が妥当であるかどうかなどを判断していますが、これらの判断基準については必ずしも全てが明文化されてはいませんでした。 
 2016年3月に開催予定の第116回定時株主総会より、会計監査人の解任または不再任に関する議案の決定の際に会計監査人の独立性および
専門性について新たな基準に照らして確認を実施するために、2015年11月末をめどに、監査役会において会計監査人候補の選定の際の評価基
準を策定します。 
 
 
＜原則4-8：取締役会における社外取締役の比率に対する考え方およびその実現に向けた取り組み方針＞ 
 2015年6月末日現在、当社の取締役会は業務執行取締役3名と独立社外取締役3名の計6名で構成されており、取締役会における独立社外取
締役の構成比率は50％です。 
 ただし、当社では、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役の選任を必要と考えるかどうかについて、ならびに必要と考える場合の取組み方針
について、現時点では結論を持つに至っていません。取締役会における独立社外取締役の人数比率については、取締役会を監督機能に特化し
た機関として位置付けるのか、または業務執行機能の相当部分を担う機関として位置付けるのかの判断に直結する事項であると考えています。
指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社のような委員会型の機関設計と、監査役会設置会社としての機関設計のどちらを採用する
のかという議論にもつながるものであることから、現在慎重に検討を進めています。 
 当社としての見解・方針が定まった時点で、その内容をお知らせします。 
 
 
＜補充原則4-11(3)：取締役会の実効性に関する分析・評価の概要＞ 
 当社では、現時点では取締役会の定期的な分析・評価は実施しておりませんが、これまでも必要に応じて取締役会における課題の把握のため
のアンケート評価(自己評価）を実施していました。 
 今後は、取締役会の実効性向上のための課題を洗い出し、必要な対策に取り組んだ上でその結果を検証するPDCAサイクルを運用するため
に、取締役会の定期的な分析・評価を行っていくことを検討しています。 
 分析・評価の方法を定め、これを実施した時点で、分析評価の方法およびその結果の概要をお知らせします。 

当社のコーポレートガバナンスに関する取り組みについては、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告書およびアニュアルレポート
等にも掲載しています。 
 コーポートガバナンス・コードの各原則に基づく開示項目の内容は、次のとおりです。 
 
 
＜原則1-3：資本政策の基本方針＞ 
 当社は持続的成長に向けて、必要と判断されるタイミングで迅速・果断に投資を行うため株主資本の水準保持に努めます。その上で、フリーキ
ャッシュフローやキャッシュコンバージョンサイクルを重視して、キャッシュ・フローとバランスシートのマネジメントの強化により、資本効率を意識し
た経営を実践します。 
 資金調達に関しては、有利な条件で調達が可能な財務体質を維持すべく、ベンチマークとなる有利子負債比率は25％を目安としており、大型投
資案件による資金調達が必要となった場合には、経営動向や財務状況および市場環境などを勘案して、最適な方法でタイムリーに実施します。 
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 株主のみなさまへの利益還元については、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による「株式トータルリターンの実現」をめざしています。こ
れに基づき、成長のための戦略投資をドライバーとして利益の拡大と資本効率の向上を図ります。利益還元の目標として、当社は中期的に連結
配当性向40％を目安とし、安定的かつ継続的な配当を維持します。また、自己株式取得についてもフリーキャッシュフローレベルや市場環境を勘
案しつつ、適宜実施します。 
 
 
＜原則1-4：政策保有に関する方針および政策保有株式の議決権行使の基準＞ 
1．当社の政策保有に関する方針 
 当社は、株式の政策保有を以下の方針で行っており、必要最低限の保有水準としています。 
  ・単なる安定株主としての政策保有は、コーポレートガバナンスの観点から行わない。 
  ・株式の保有は、配当等のリターンも勘案しつつ、業務の円滑な推進等のビジネス上のメリットがある場合に限る。 
  ・保有する株式については、主にビジネス上のメリット等の観点から定期的に検証を行い、必要性が薄れてきた銘柄を中心に縮小を図る。 
 
2．当社の政策保有株式の議決権行使の基準 
 当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、提案されている議案について、株主価値の毀損につながるものでないかを確認します。そ
して、投資先企業の状況等を勘案した上で、賛否を判断し議決権を行使します。 
議案の趣旨確認等、必要がある場合には、投資先企業と対話を行います。 
 
 
＜原則1-7：関連当事者間取引の確認に係る枠組み＞ 
 当社は、「関連当事者の開示に関する会計基準」および「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に基づき当社の財政状態や経営成
績に影響を及ぼす可能性のある関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取
引がある場合は開示を行っています。 
 関連当事者の有無および関連当事者と当社との取引の有無、ならびに取引の内容等については、開示に先立ち取締役会に報告し、「関連当事
者の開示に関する会計基準の適用指針」に定める取引の重要性の判断基準に基づき、レビューを行っています。 
 
 
＜原則3-1：主体的な情報発信＞ 
1．会社の経営理念、経営戦略および経営計画 
 当社の経営理念、経営戦略および経営計画については、当社の第115回定時株主総会招集ご通知（17ページ～23ページ）に記載して開示して
います。 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/2015/pdf/shm_0000.pdf  
  
 また、当社の企業使命である「Our Mission」、これを実現するために資生堂グループで働く一人ひとりが共有すべき心構えを定めた「Our Value
s」、そして資生堂グループで働く一人ひとりがとるべき行動を定めた行動基準である「Our Way」および「資生堂グループ倫理行動基準」につきまし
ては、本報告書の「その他」の1.にも記載しています。 
 
2．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、本報告書の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資
本構成、企業属性その他の基本情報」の1.に記載の通りです。また、現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由については、 本報告
書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の3.に記載の通りです。 
 
3．取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 
 当社の役員報酬制度は、社外取締役を委員長とし、委員に社外の専門家も加えた役員報酬諮問委員会で設計されており、客観的な視点を取り
入れた透明性の高い報酬制度となっています。当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度や株価によって変動する業
績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業と比較のうえ、当社の業績に見合った水準を設定して
います。 
 なお、業務執行から独立した立場である社外取締役および監査役には、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。
また、役員退職慰労金制度については、2004年6月29日開催の第104回定時株主総会の日をもって廃止しました。 
 具体的な役員報酬制度については、当社の第115回定時株主総会招集ご通知（53ページ～57ページ）に記載して開示しています。 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/2015/pdf/shm_0000.pdf  
 
4．取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 
 当社では、取締役および監査役候補者の指名および執行役員の選任にあたっては、性別、年齢および国籍の区別なく、それぞれの人格および
識見等を十分考慮のうえ、その職務と責任を全うできる適任者を指名・選任する方針としています。これに加え、取締役候補者については「取締
役として株主からの経営の委任に応えることの重要性」を、監査役候補者については「企業経営における監査ならびに監査役の機能の重要性」
を加味して指名しています。 
 取締役候補者の指名および執行役員の選任は、候補者の妥当性について社外取締役を委員長とする役員指名諮問委員会の答申を得た上
で、取締役会の決議をもって決定しています。また、執行役員社長の選任にあたっては、この手続に従うほか、役員指名諮問委員会でのより慎重
な検討を行っています。執行役員社長候補者は、当社の経営理念や経営戦略の実現などの観点から、あらゆる可能性を排除せずに社内外から
選抜しますが、この選抜の段階から社外取締役を委員長とする役員指名諮問委員会およびその委員長が設置する特別部会において審議を受け
ています。 
 監査役候補者の指名にあたっては、代表取締役が候補者を選定し、その妥当性についての役員指名諮問委員会の答申と株主総会への選任
議案提出に関する監査役会の同意を得た上で、取締役会において決定しています。 
 
5．取締役会が上記4．を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明 
 当社では、従来より全ての取締役および監査役の候補者について、株主総会招集ご通知（参考書類）に記載のそれぞれの選任議案において、
「候補者とした理由」を記載しています。第115回定時株主総会で選任をお諮りした取締役および監査役の「候補者とした理由」は、以下の通りで
す。また、第115回定時株主総会終結の時点で監査役の地位にある5名の監査役のうち、上記2名以外の3名の選任理由も併せて以下に記載して
います。 
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 〔取締役〕 
 魚谷雅彦： 
  魚谷雅彦氏は、経営者として十分な実績を有しており、特にマーケティングにおいてその手腕が高く 
  評価されていることなどから、当社が執行役員社長として招聘し、2014年4月に同職に就任しました。 
  同年6月25日開催の第114回定時株主総会での当社取締役への選任後、取締役会において当社 
  代表取締役に選定され、株主のみなさまの負託に応え、経営の舵取りを担ってきました。 
  2014年度は、高いレベルのマーケティング能力とリーダーシップを発揮し、縦割り組織の弊害を取り 
  払い、全社が一丸となって価値創造に取り組みお客さまにお届けする体制をつくり上げたほか、当社 
  の課題を徹底的に洗い出し、その課題を直視して中長期戦略 VISION 2020を策定し、課題解決への 
  ロードマップを定めました。 
  これらの実績を考慮し、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。（第115回定時 
  株主総会） 
 
 坂井透： 
  坂井透氏は、当社の取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の重要事項の決定および業務 
  執行に対する監督など適切な役割を果たしています。生産、購買、ロジスティクス等サプライチェーン 
  全般にわたる分野で豊富な経験を有し、執行役員就任後は、経営企画部長として全社的な経営戦略 
  の立案と構造改革を推進しました。2013年度からは国内化粧品事業の責任者として同事業における 
  事業戦略の立案・推進を担当し、2014年度には全社を挙げてお客さまにブランドの価値をお伝えする 
  “ICHIGANプロジェクト”の推進をリードしてきました。また、CSR委員会の委員として同委員会に出席し、 
  積極的に意見を述べています。 
  これらのことから、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。（第115回定時株主 
  総会） 
 
 岩井恒彦： 
  岩井恒彦氏は、当社の取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の重要事項の決定および業務 
  執行に対する監督など適切な役割を果たしています。執行役員就任後は、品質保証、薬事、CSR、環境 
  関連ならびにフロンティアサイエンス事業の責任者を務めてきました。2014年度からは当社の研究、 
  生産、技術の各分野の総括担当役員を務め、研究開発分野においてお客さま起点型の価値開発の発展 
  をリードするなどしてきました。また、CSR委員会の委員として同委員会に出席し、積極的に意見を述べて 
  います。 
  これらのことから、取締役会は同氏を引き続き取締役候補者に定めました。（第115回定時株主総会） 
 
 石倉洋子： 
  石倉洋子氏は、国際政治経済および国際企業戦略に関する深い専門知識を有し、複数の企業におい 
  て社外取締役としての経験を積み重ねています。また、「ダイバーシティの推進」や「女性のエンパワー 
  メント」を通じてグローバルな競争力強化やイノベーションを促進する活動にも携わってきました。これら 
  の経験や知見、専門知識を活かし、社外取締役として経営の監督のみならず、更なる女性の活躍促進や 
  ダイバーシティ推進などにも積極的に関与し、当社の企業価値の向上に寄与いただけるものと考えます。 
  同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役 
  として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を新たに社外取締役候補 
  者に定めました。（第115回定時株主総会） 
 
 岩田彰一郎： 
  岩田彰一郎氏は、異業種・他業界の現役経営者として従来の枠組みにとらわれることのない視点から 
  取締役会で積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する監督など適切な 
  役割を果たしていただいています。また、役員報酬諮問委員会の委員長および役員指名諮問委員会 
  の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。 
  これらのことから、取締役会は同氏を引き続き社外取締役候補者に定めました。（第115回定時株主 
  総会） 
 
 上村達男： 
  上村達男氏は、法学研究を専門とする大学教授としての法律知識に加え、資本市場およびコーポレート 
  ガバナンスに関する高い学識を有しており、当該観点から取締役会において積極的にご発言いただく 
  など、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいています。また、 
  役員指名諮問委員会の委員長および役員報酬諮問委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、 
  積極的に意見を述べていただきました。 
  同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外取締役 
  として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外取締役 
  候補者に定めました。（第115回定時株主総会） 
 
 
〔監査役〕 
 西村義典： 
  西村義典氏は、監査役として選任される前は当社の取締役として取締役会で積極的に発言し、経営の 
  重要事項の決定および業務執行に対する監督など適切な役割を果たしております。また、役員報酬諮問 
  委員会およびCSR委員会の委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていました。さらに、 
  当社の執行役員として最高財務責任者を務め、財務、IR、情報企画および内部統制を担当し、その職責を 
  十分に果たしました。 
  また、同氏は財務・会計・税務について高い経験・知見を有することから、取締役会は同氏を監査役候補者 
  に定めました。（第114回定時株主総会） 
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 岡田恭子： 
  岡田恭子氏は、当社企業文化部でのキャリアのほか、CSR部やビューティーサイエンス研究所を始め 
  とした多様な部門を経験しています。当社が有する美容ソフト情報、当社の社史および企業文化ならびに 
  社外への文化支援など、当社の無形の資産や関連情報に明るく、他の監査役が有する経験・知見等を 
  補完する領域について豊富な知識を有しています。これを活かすことで他の監査役と協力して監査役の 
  機能を果たすことができると判断し、取締役会は同氏を新任監査役候補者に定めました。（第115回定時 
  株主総会） 
 
 原田明夫： 
  原田明夫氏は、法務事務次官や検事総長等、法曹界において重職を歴任し、法務分野を中心として幅 
  広い経験と識見を有しており、現在、当社社外監査役として取締役の職務の執行に関する監査機能を 
  十分に発揮するなど適切な役割を果たしていただいています。また、複数の会社の社外取締役および 
  社外監査役を務めており、豊富な経験と高い識見を有しています。同氏は、社外役員以外の方法で 
  会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役として職務を適切に遂行すること 
  ができると判断いたしましたので、取締役会は同氏を引き続き社外監査役候補者に定めました。（第113 
  回定時株主総会） 
  
 大塚宣夫： 
  大塚宣夫氏は、医師としての豊富な経験と高い識見に加え、既存の病院のあり方にとらわれずに徹底 
  した患者志向のサービスを提供する医療法人の経営者としての豊富な経験を有しており、この観点から 
  当社の社外監査役として活発な発言を行うなど、監査機能を十分に発揮しています。 
  同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役 
  として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を引き続き社外監査役 
  候補者に定めました。（第115回定時株主総会） 
 
 辻山栄子： 
  辻山栄子氏は、早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授および研究科長を務め、公認会計士資格 
  を有する財務・会計・税制の専門家であり、政府税制調再会専門家委員会委員等の公職を務めており 
  ました。また、複数の会社の社外取締役および社外監査役を務めており、豊富な経験と高い識見を有し 
  ています。 
  同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由から社外監査役 
  として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、取締役会は同氏を社外監査役候補者 
  に定めました。（第112回定時株主総会） 
 
 
＜補充原則4-1(1)：取締役会から経営陣への委任の範囲の概要＞ 
 当社では、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、株主総会に関する事項、人事・組織に関する事項、決算に
関する事項、株式・社債および新株予約権に関する事項、会社財産等に関する事項、資生堂グループの経営に関する事項、その他の事項につ
いて、会社法等の法令に定める事項およびこれに準ずる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。一方、経営にお
ける責任体制を明確化し、権限の委譲による意思決定の迅速化を図ることをめざし、2001年に執行役員制度を導入し、取締役会規程に定める事
項以外の業務執行上の事項については、Executive Committeeおよび経営計画会議等の執行役員で構成される会議に決定権限を委譲していま
す。 
 当社では、経営の迅速性の一層の向上のために、現在の執行役員および執行役員で構成される会議への権限委譲の範囲が適切であるかどう
かを検証することが必要であると考えています。この検証は、「コーポレートガバナンスコードの各原則を実施しない理由」に記載の2項目同様、20
15年12月末を一つのめどとして行うこととしています。結果およびこれを受けて定める新たな権限委譲の範囲につきましては、結論が出た時点で
お知らせします。 
 
 
＜補充原則4-8(1)(2)：独立社外取締役の情報交換体制・各種会社機関との連絡体制の整備＞ 
 当社では、社外取締役3名・社外監査役3名の計6名の独立性の高い社外役員を選任しています。 
 社外取締役を含む社外役員が期待される役割を十分に発揮することができるよう、新任時に当社が属する業界、当社の歴史・事業概要・戦略
等について研修を行うほか、取締役会資料の事前提供を行っているほか、必要に応じて全取締役と全監査役のミーティングを開催するなど、情
報交換や情報共有に資する取り組みを行っていますが、独立社外取締役のみを出席対象とするミーティングや独立社外取締役の中の筆頭者の
設定などは行っていません。 
 コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、現在検討を進めていま
す。 
 
 
＜原則4-9：独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性判断基準＞ 
 当社では、2012年に社外役員の独立性に関する判断基準を策定し、株主総会招集通知等にこれを記載して開示しています。具体的な内容は、
当社の第115回定時株主総会招集ご通知（38ページ～40ページ）または本報告書の「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ
の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の1.機関構成・組織運営等に係る事項のうちの【独立役員関係】に記載の通りです。 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/2015/pdf/shm_0000.pdf  
 
 
＜補充原則4-11(1)：取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方＞ 
 当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役で構成
されることが必要であると考えています。また、監査役についても、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と
同様多様性と高いスキルが必要であると考えます。 
 社外役員については、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック機能を果たすため、法定の社外監査役だけでなく、取締役
会での議決権を持つ社外取締役が必要であり、ともに高い独立性を有することが重要であると考えています。 
 取締役会における重要な意思決定に際しては、取締役および監査役のダイバーシティ（多様性）が担保されていることが重要であり、その中でも
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２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

３．企業属性 

化粧品メーカーとして女性の価値観および発想が特に重要であることから、女性の取締役および監査役の選任が必要であると考えています。 
2015年6月末日現在、取締役6名は、資生堂グループ以外で経営者としてのキャリアを積んだ者1名、資生堂グループでのキャリアを有する者2
名、高い独立性を有する社外取締役3名で構成されています。また監査役5名は、資生堂グループでのキャリアを有する常勤者2名と高い独立性
を有する非常勤の社外監査役3名で構成されています。取締役および監査役計11名は、女性3名、男性8名で構成されています。 
これらのメンバーがそれぞれの知識・経験・能力を活かして議論を行い、法令上および経営上の意思決定と業務執行の監督を行っています。 
 
 
＜補充原則4-11(2)：取締役および監査役の兼任状況＞ 
 当社の取締役および監査役の重要な兼職の状況は、当社の第115回定時株主総会招集ご通知（45ページ、73ページ～79ページ、80ページ～8
2ページ）に記載の通りです。 
 また、社外役員の重要な兼職先と当社との関係を、当社の第115回定時株主総会招集後通知（46ページ～49ページ、77～78ページ）に記載して
開示しています。 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/2015/pdf/shm_0000.pdf  
 
 
＜補充原則4-14(2)：取締役・監査役に対するトレーニングの方針＞ 
 当社は、社外取締役および社外監査役を新たに迎える際に、当社が属する業界、当社の歴史・事業概要・戦略等について研修を行っていま
す。また、新任取締役候補者および新任監査役候補者に対しては、法令上の権限および義務等に関する研修を行っており、必要に応じて外部機
関の研修も活用しています。 
 業務執行を行う取締役および執行役員に対しては、より高いレベルのリーダーシップ力を開発するため、エグゼクティブプログラムの他、外部機
関の研修も活用しています。さらに、次世代の経営幹部の育成のため、執行役員候補となる幹部社員には、トップマネジメントに求められるリーダ
ーシップや経営スキルを習得する研修を行っています。 
 
 
＜原則5-1：株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針＞ 
 当社では、「情報開示の基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「沈黙期間の設定」および「将来の見通しについての留意事項」からな
るディスクロージャー・ポリシーを2006年に策定し、当社ウェブサイトにて公表しています。 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/disclosure/policy/ 
 
 現在当社では、このディスクロージャー・ポリシーに基づき、機関投資家（株主）および個人投資家（株主）のどちらに対しても適切に情報提供な
どを行うことをめざし、本報告書の「株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」の1.および2．に記載の取り組みを積極的に実施してい
ます。 
 これらのさまざまな活動について、「建設的な対話の促進」という観点からさらなる改善を図ることが求められていると考えておりますので、現在
これを検討しており、検討の結果につきましては、適時にお知らせします。 

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８００５５ 29,703,128 7.42

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 28,377,300 7.09

株式会社みずほ銀行 21,226,732 5.30

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 13,594,300 3.39

資生堂従業員自社株投資会 9,405,332 2.35

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 5,934,497 1.48

日本生命保険相互会社 5,615,653 1.40

三井住友海上火災保険株式会社 5,600,000 1.40

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ ＳＡ／ＮＶ １０ 5,286,712 1.32

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,227,547 1.30

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

特になし。 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部
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４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

――― 

特になし。 
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

石倉 洋子 その他

岩田 彰一郎 他の会社の出身者 ○ △

上村 達男 学者

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

＜社外取締役選任理由と当社における 
役割・機能＞ 
 
国際政治経済および国際企業戦略に関する深
い専門知識を有し、複数の企業において社外
取締役としての経験を積み重ねています。ま
た、「ダイバーシティの推進」や「女性のエンパ
ワーメント」を通じてグローバルな競争力強化
やイノベーションを促進する活動にも携わって
きました。これらの経験や知見、専門知識を活
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石倉 洋子 ○

石倉洋子氏につきましては、上記a～kに
掲げる会社との関係性のいずれにも該当
しません。 
 
同氏の会社法および同施行規則に定め
る「重要な兼職の状況」は、以下の通りで
す。 
 
・日清食品ホールディングス株式会社 社
外取締役 
・ライフネット生命保険株詩会社 社外取
締役 
・双日株式会社 社外取締役 
・一橋大学 名誉教授 
 
なお当社は、「重要な兼職の状況」につい
て、独立性の観点だけでなく「主な職業」
その他の観点も加え、多面的に兼職の重
要性を判断しています。

かし、社外取締役として経営の監督のみなら
ず、更なる女性の活躍促進やダイバーシティ
推進などにも積極的に関与し、当社の企業価
値の向上に寄与いただけるものと考えます。 
 
＜独立役員基準該当状況と独立役員 
指定理由＞ 
 
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項の 
いずれにも該当しておらず、充分な独立性 
を有しています。また、同氏は、当社が定める 
「社外役員の独立性に関する判断基準」もクリ 
アしています。 
このことから、一般株主の利益保護の役割を 
充分に果たすことができると判断し、独立役員
に指定しています。 
 
 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 
  執行者等 
 2.当社を主要な取引先とする者若しくは 
  その業務執行者等又は当社の主要な 
  取引先若しくはその業務執行者等 
 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 
  その他の財産を得ているコンサルタント、 
  会計専門家又は法律専門家 
 4.当社の主要株主 
 5.次の（a）又は（b）に掲げる者（重要で 
  ない者を除く）の近親者 
   （ａ）1.から4.までに掲げる者 
   （ｂ）当社又は当社の子会社の業務 
      執行者等 

岩田 彰一郎 ○

岩田彰一郎氏は、アスクル株式会社の代
表取締役社長 兼 CEOを兼務しており、上
記hに該当し、また、上記iに過去において
該当する関係にあります。 
 
当社は、同社から文具等を購入していま
す。当連結会計年度における支払実績
は、当社の当連結会計年度における売上
原価、販売費及び一般管理費の合計額
の0.1％未満であり、当社から見た取引額
は僅少です。 
同社の当社への文具等の売上実績は、
同社の2014年５月期の売上高の0.1％未
満であり、同社から見た取引額は僅少で
す。 
 
当社グループは同社グループから文具等
を購入しています。当社グループの当連
結会計年度における同社グループへの支
払実績は、当社連結ベースにおける当連
結会計年度の売上原価、販売費及び一
般管理費の合計額の0.1％未満であり、当
社グループから見た取引額は僅少です。 
同社グループの当社グループへの文具
等の売上実績は、同社グループの2014年
５月期の連結売上高の約0.1％であり、同
社グループから見た取引額は僅少です。 
 
当社グループは、同社グループに化粧品
等を販売しています。当社グループの当
連結会計年度における同社グループへの
販売実績は、当社の当連結会計年度に
おける連結売上高の0.1％未満であり、当
社グループから見た取引額は僅少です。 
同社グループの当社グループからの化粧
品等の仕入額は、同社の2014年５月期の
連結売上原価の約0.1％であり、同社グル
ープから見た取引額は僅少です。 
 
同社は化粧品等を販売しており、当社と
競業取引の関係にあります。このため、

＜社外取締役選任理由と当社における 
役割・機能＞ 
 
異業種・他業界の現役経営者として、従来の
枠組みにとらわれることのない視点を当社経
営に反映させるため、同氏を社外取締役に選
任しています。 
同氏は独立的な視点で必要な意見を述べてい
るほか、「役員報酬諮問委員会」の委員長を担
当し、役員の報酬制度などの答申案策定のと
りまとめを行っています。 
 
 
＜独立役員基準該当状況と独立役員 
指定理由＞ 
 
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいず
れにも該当しておらず、充分な独立性を有して
います。また、同氏は、当社が定める「社外役
員の独立性に関する判断基準」もクリアしてい
ます。 
このことから、一般株主の利益保護の役割を
充分に果たすことができると判断し、独立役員
に指定しています。 
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当社は同社との競業取引の内容及び上
限額について、利益相反取引に係るもの
と併せ、あらかじめ取締役会で承認し、同
社の事業年度の終了後に取締役会に実
績を報告しています。 
なお、当社グループの当連結会計年度に
おける連結売上高と比べた同社の同期間
の化粧品等の売上高は約0.4％であり、同
社の2014年5月期の売上高に占める化粧
品等の売上の割合は、約1.1％です。 
これらのことから、同社に係る競業取引に
ついて、当社の株主利益に悪影響はあり
ません。 
 
同社の社外取締役である斎藤忠勝氏は、
1997年6月から2004年6月まで当社の取
締役を務めていましたが、現在は当社と
特記すべき関係はありません。 
 
同氏の会社法および同施行規則に定め
る「重要な兼職の状況」は、以下の通りで
す。 
 
・アスクル株式会社 代表取締役社長 兼 
CEO 
 
なお当社は、「重要な兼職の状況」につい
て、独立性の観点だけでなく「主な職業」
その他の観点も加え、多面的に兼職の重
要性を判断しています。

 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 
  執行者等 
 2.当社を主要な取引先とする者若しくは 
  その業務執行者等又は当社の主要な 
  取引先若しくはその業務執行者等 
 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 
  その他の財産を得ているコンサルタント、 
  会計専門家又は法律専門家 
 4.当社の主要株主 
 5.次の（a）又は（b）に掲げる者（重要で 
  ない者を除く）の近親者 
   （ａ）1.から4.までに掲げる者 
   （ｂ）当社又は当社の子会社の業務 
      執行者等 

上村 達男 ○

上村達男氏につきましては上記a～kに掲
げる会社との関係性のいずれにも該当し
ません。 
 
同氏の会社法および同施行規則に定め
る「重要な兼職の状況」は、以下の通りで
す。 
 
・早稲田大学 法学部教授 
 
なお当社は、「重要な兼職の状況」につい
て、独立性の観点だけでなく「主な職業」
その他の観点も加え、多面的に兼職の重
要性を判断しています。

＜社外取締役選任理由と当社における 
役割・機能＞ 
 
法律知識に加え、資本市場・コーポレートガバ
ナンスに関する経験・識見を当社経営に反映さ
せるため、同氏を社外取締役に選任していま
す。 
同氏は独立的な視点で必要な意見を述べてい
るほか、「役員指名諮問委員会」の委員長を担
当し、取締役・執行役員候補の選抜などの答
申案策定の取りまとめを行っています。 
 
 
＜独立役員基準該当状況と独立役員 
指定理由＞ 
 
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいず
れにも該当しておらず、充分な独立性を有して
います。また、同氏は、当社が定める「社外役
員の独立性に関する判断基準」もクリアしてい
ます。 
このことから、一般株主の利益保護の役割を
充分に果たすことができると判断し、独立役員
に指定しています。 
 
 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 
  執行者等 
 2.当社を主要な取引先とする者若しくは 
  その業務執行者等又は当社の主要な 
  取引先若しくはその業務執行者等 
 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 
  その他の財産を得ているコンサルタント、 
  会計専門家又は法律専門家 
 4.当社の主要株主 
 5.次の（a）又は（b）に掲げる者（重要で 
  ない者を除く）の近親者 
   （ａ）1.から4.までに掲げる者 
   （ｂ）当社又は当社の子会社の業務 
      執行者等
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任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

 

補足説明

 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 あり

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

役員指名諮問委員
会

5 0 2 3 0 0 社外取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

役員報酬諮問委員
会

5 0 1 3 1 0 社外取締役

役員指名諮問委員会は、役員候補者の選抜・役員の昇降格などを取締役会に答申します。2014年度は計3回開催し、取締役・監査役・執行役員
の体制案を策定したほか、昇格・登用・退任、外部からの採用者に関する検討等を行いました。 
 
役員報酬諮問委員会は、役員報酬制度、役員業績評価などを取締役会に答申します。2014年度は計3回開催し、2014年度の役員賞与、2015年
度から2017年度までの3カ年に係る新たな報酬制度についての検討等を行いました。 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 員数の上限を定めていない

監査役の人数 5 名

監査役は、会計監査人の監査手続・日程に関する監査計画について説明を受け意見交換しています。また、会計監査人より事業年度を 
通じて監査の方法およびその結果について報告を受けています。 
監査役は、内部監査部門による内部監査計画ならびに監査・調査の結果について報告を受け、必要案件について意見交換しています。 
また、これらに加え、代表取締役と監査役との間で定期的な意見交換会を実施しています。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

原田 明夫 弁護士

大塚 宣夫 その他

辻山 栄子 公認会計士

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
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会社との関係(2) 

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

原田 明夫 ○

原田明夫氏につきましては、上記a～mに
掲げる会社との関係性のいずれにも該当
しません。 
 
同氏の会社法および同施行規則に定め
る「重要な兼職の状況」は、以下の通りで
す。 
 
・セイコーホールディングス株式会社 社 
外取締役 
・住友商事株式会社 社外取締役 
・山崎製パン株式会社 社外取締役 
・公益財団法人東京大学学生キリスト教 
青年会 代表理事 
・一般財団法人日本刑事政策研究会 代
表理事 
・公益財団法人国際民商事法センター  
代表理事 
 
なお当社は、「重要な兼職の状況」につい
て、独立性の観点だけでなく「主な職業」
その他の観点も加え、多面的に兼職の重
要性を判断しています。

＜社外監査役選任理由と当社における役割・
機能＞ 
 
法務分野を中心とした豊富な経験と識見によ
って、監査役監査の客観性や中立性を保つた
め、同氏を社外監査役に選任しています。 
同氏は独立的な視点で必要な意見を述べてい
ます。 
 
 
＜独立役員基準該当状況と独立役員指定理
由＞ 
 
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいず
れにも該当しておらず、充分な独立性を有して
います。また、同氏は、当社が定める「社外役
員の独立性に関する判断基準」もクリアしてい
ます。 
このことから、一般株主の利益保護の役割を
充分に果たすことができると判断し、独立役員
に指定しています。 
 
 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 
  執行者等 
 2.当社を主要な取引先とする者若しくは 
  その業務執行者等又は当社の主要な 
  取引先若しくはその業務執行者等 
 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 
  その他の財産を得ているコンサルタント、 
  会計専門家又は法律専門家 
 4.当社の主要株主 
 5.次の（a）又は（b）に掲げる者（重要で 
  ない者を除く）の近親者 
   （ａ）1.から4.までに掲げる者 
   （ｂ）当社又は当社の子会社の業務 
      執行者等

大塚 宣夫 ○

大塚宣夫氏につきましては上記a～mに掲
げる会社との関係性のいずれにも該当し
ません。 
 
同氏の会社法および同施行規則に定め
る「重要な兼職の状況」は、以下の通りで
す。 

＜社外監査役選任理由と当社における役割・
機能＞ 
 
医療法人の経営者としての経験と識見によっ
て、監査役監査の客観性や中立性を保つため
同氏を社外監査役に選任しています。 
同氏は独立的な視点で必要な意見を述べてい
ます。 
 
 
＜独立役員基準該当状況と独立役員指定理
由＞ 
 
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいず
れにも該当しておらず、充分な独立性を有して
います。また、同氏は、当社が定める「社外役
員の独立性に関する判断基準」もクリアしてい
ます。 
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【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

 
・医療法人社団慶成会 会長 
 
なお当社は、「重要な兼職の状況」につい
て、独立性の観点だけでなく「主な職業」
その他の観点も加え、多面的に兼職の重
要性を判断しています。

このことから、一般株主の利益保護の役割を
充分に果たすことができると判断し、独立役員
に指定しています。 
 
 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 
  執行者等 
 2.当社を主要な取引先とする者若しくは 
  その業務執行者等又は当社の主要な 
  取引先若しくはその業務執行者等 
 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 
  その他の財産を得ているコンサルタント、 
  会計専門家又は法律専門家 
 4.当社の主要株主 
 5.次の（a）又は（b）に掲げる者（重要で 
  ない者を除く）の近親者 
   （ａ）1.から4.までに掲げる者 
   （ｂ）当社又は当社の子会社の業務 
      執行者等

辻山 栄子 ○

辻山栄子氏につきましては上記a～mに掲
げる会社との関係性のいずれにも該当し
ません。 
 
同氏の会社法および同施行規則に定め
る「重要な兼職の状況」は、以下の通りで
す。 
 
・早稲田大学 商学部教授、大学院 商学
研究科教授 
・三菱商事株式会社 社外監査役 
・オリックス株式会社 社外取締役 
・株式会社ローソン 社外監査役 
・株式会社NTTドコモ 社外監査役 
 
なお当社は、「重要な兼職の状況」につい
て、独立性の観点だけでなく「主な職業」
その他の観点も加え、多面的に兼職の重
要性を判断しています。

＜社外監査役選任理由と当社における役割・
機能＞ 
 
財務・会計・税制の専門家としての経験と識見
によって、監査役監査の客観性や中立性を保
つため同氏を社外監査役に選任しています。 
 
 
＜独立役員基準該当状況と独立役員指定理
由＞ 
 
同氏は、以下の1.から5.に掲げる事項のいず
れにも該当しておらず、充分な独立性を有して
います。また、同氏は、当社が定める「社外役
員の独立性に関する判断基準」もクリアしてい
ます。 
このことから、一般株主の利益保護の役割を
充分に果たすことができると判断し、独立役員
に指定しています。 
 
 1.当社の親会社又は兄弟会社の業務 
  執行者等 
 2.当社を主要な取引先とする者若しくは 
  その業務執行者等又は当社の主要な 
  取引先若しくはその業務執行者等 
 3.当社から役員報酬以外に多額の金銭 
  その他の財産を得ているコンサルタント、 
  会計専門家又は法律専門家 
 4.当社の主要株主 
 5.次の（a）又は（b）に掲げる者（重要で 
  ない者を除く）の近親者 
   （ａ）1.から4.までに掲げる者 
   （ｂ）当社又は当社の子会社の業務 
      執行者等

独立役員の人数 6 名

当社は「社外役員の独立性に関する判断基準」（以下、判断基準という）およびこれに付随する「各種届出書類・開示書類における関係性記載の 
省略のための軽微基準」（以下、軽微基準という）を以下のとおり定めております。本報告書では、軽微基準にしたがい独立役員の兼務先と当社
と 
の関係性の記載を一部省略しています。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
＜社外役員の独立性に関する判断基準＞ 
 
株式会社資生堂（以下、当社という）は、当社の社外取締役および社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）または社外役員候補者が、当社 
において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当社は当該社外役員または当該社外役員
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候補者が当社に対する十分な独立性を有しているものと判断します。 
 
1. 現に当社および当社の関係会社（注1）（以下、併せて「当社グループ」という）の業務執行者（注2）ではなく、かつ過去においても業務執行者で
あったことが一度もないこと。 
社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの業務執行を行わない取締役および会計参与（会計参与が法人の場合はその職務を行う 
べき社員）であったことが一度もないこと。 
 
2. 現事業年度および過去9事業年度（以下、これらの事業年度を「対象事業年度」という）において、以下の各号のいずれにも該当していないこ 
と。 
1）当社グループを主要な取引先としている者（注3）、またはその業務執行者（対象事業年度において一度でもその業務執行者であった者を含 
む。以下、本項の第2）号ないし第4）号において同じ）。 
2）当社グループの主要な取引先（注4）、またはその業務執行者。 
3）当社の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた当社の大株主、またはその
業務執行者。 
4）当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に現に保有しもしくは対象事業年度において保有していた者の業務執行 
者。 
5）対象事業年度において当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注5）を得ているコンサルタント、会計専門家および法律 
専門家。なお、これら者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者（対象事業年度において一度でも当該団体に所属していた者
を含む。以下、本項第6）号および第7）号において同じ）を含む。 
6）対象事業年度において当社グループから多額の金銭その他の財産（注5）による寄付を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体
である場合は当該団体に所属する者を含む。 
7）当社の会計監査人（対象事業年度において一度でも当社の会計監査人であった者を含む）。なお、会計監査人が法人、組合等の団体である場
合は当該団体に所属する者を含む。 
 
3. 以下の各号に掲げる者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者ではないこと。ただし、本項の第2）号については、社 
外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。 
1）当社グループの業務執行者のうちの重要な者（注6）。 
2）当社グループのいずれかの会社の業務執行をしない取締役。 
3）第2項第1）号ないし第4）号に掲げる者。ただし、これらの業務執行者については、そのうちの重要な者（注6）に限る。 
4）第2項第5）号ないし第7）号に掲げる者。ただし、これらに所属する者については、そのうちの重要な者（注7）に限る。 
 
4. 以下の各号に掲げる「役員等の相互就任」の状況のいずれにも該当していないこと。 
1）当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の国内外の会社の業務執行者、社外取締役、監査役またはこれら 
に準ずる役職（注8）に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役（当該社外役員本人または社外役員候補者 
本人を除く）またはこれらに準ずる役職（注8）にある者が、当該会社の取締役（社外取締役を含む）、執行役、監査役（社外監査役を含む）、執行 
役員またはこれらに準ずる役職（注8）に就任している状況。 
2）当社の社外役員本人または当社の社外役員候補者本人が現に当社以外の法人（会社を除く）、その他の団体の業務執行者、役員または役 
員に準ずる役職（注9）に就いている場合において、当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役（当該社外役員本人または社外役員候補 
者本人を除く）またはこれらに準ずる役職（注8）にある者が、当該団体の役員または役員に準ずる役職（注9）に就任している状況。 
 
5. 前記1.ないし4.の他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。 
 
6. 現在において、今後前記1.ないし5.の定めに該当する予定がないこと。  
 
 
（注釈） 
注1）「関係会社」とは、会社計算規則（第2条第3項第22号）に定める関係会社をいう。 
 
注2）「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会 
社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使
用人（従業員等）をいう。 
 
注3）「当社グループを主要な取引先としている者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 
1：当社グループに対して製品もしくはサービスを提供している（または提供していた）取引先グループ（直接の取引先が属する連結グループに属 
する会社）であって、当社の各対象事業年度における当社グループと当該取引先グループの間の当該取引に係る総取引額が１事業年度につき 
1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結売上高（当該取引先グループが連結決算
を 
実施していない場合にあっては、当該取引先単体の売上高）の2％を超える者。 
2：当社グループが負債を負っている（または負っていた）取引先グループであって、当社の各対象事業年度末における当社グループの当該取引
先グループに対する負債の総額が1,000万円以上でかつ当該事業年度内に終了する当該取引先グループの連結会計年度における連結総資産 
（当該取引先グループが連結決算を実施していない場合にあっては、当該取引先単体の総資産）の2％を超える者。 
 
注4）「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 
1：当社グループが製品もしくはサービスを提供している（または提供していた）取引先グループであって、当社の各対象事業年度における当社グ
ループの当該取引先グループに対する当該取引に係る総取引額が１事業年度につき1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業年度におけ
る連結売上高の2％を超える者。 
2：当社グループが売掛金、貸付金、その他の未収金（以下、「売掛金等」という）を有している（または有していた）取引先グループであって、当社 
の各対象事業年度末における当社グループの当該取引先グループに対する売掛金等の総額が1,000万円以上でかつ当社グループの当該事業 
年度末における連結総資産の2％を超える者。 
3：当社グループが借入れをしている（またはしていた）金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する会社）であって、当社の 
各対象事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの借入金の総額が当社グループの当該事業年度末における連結総資 
産の2％を超える者。 
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【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

 
注5）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が1事業年度につき1,000万円以上のものをいう。 
 
注6）業務執行者のうちの「重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
 
注7）第2項第5）号ないし第7）号に掲げる「当該団体に所属する者」のうちの「重要な者」とは、監査法人または会計事務所に所属する者のうち公 
認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士（いわゆるアソシエイトを含む）、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人（以下、「各種法 
人」という）に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員をいう。所属先が監査法人、会計事務所、法律事務所および各種法人のいずれ
にも該当しない場合には、当該所属先において本注釈前記に定める者と同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。 
 
注8）「業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職」とは、注2に定める業務執行者、業務執行者以外の取締役（社外取締役を含
む）、監査役（社外監査役を含む）のほか、「相談役」、「顧問」等、取締役、監査役、執行役または執行役員を退任した者で会社に対し助言を行う 
立場にある役職を含む。 
 
注9）「役員または役員に準ずる役職」とは、理事、監事および評議員のほか、「相談役」、「顧問」等、理事、監事または評議員を退任した者で当該
団体に対し助言を行う立場にある役職を含む。 
 
 
                                                         
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
＜各種届出書類・開示書類における関係性記載の省略のための軽微基準＞ 
 
株式会社資生堂（以下、当社という）は、当社の定める「社外役員の独立性に関する判断基準」に付随して、下記のとおり「各種届出書類・開示書
類における関係性記載の省略のための軽微基準」（以下、本基準という）を定める。本基準は、社外役員の独立性が十分に高いことが明らかであ
り、各種届出書類・開示書類（以下、届出書類等という）における詳細な記載を省略しても差し支えないと当社が判断する金額基準等を定めたも
の 
であり、届出書類等の社外役員の独立性に係る記載については、原則として本基準に該当するものを省略して記載するものとする。なお、以下に
おいて「対象事業年度」とは、当社の現事業年度および過去9事業年度をいう。 
 
1. 主要な取引先に関する記載 
各対象事業年度における次の金額が、いずれも1,000万円未満のものについては、当該事業年度におけるこれらの取引関係に関する記載を省
略 
する。 
 
1）各対象事業年度における取引先グループから当社グループへの商品またはサービスの提供に係る取引の総取引額 
2）各対象事業年度末における当社グループの取引先グループに対する負債の総額 
3）各対象事業年度における当社グループから取引先グループへの商品またはサービスの提供に係る取引の総取引額 
4）各対象事業年度末における当社グループの取引先グループに対する売掛金等の総額 
5）各対象事業年度末における当社グループの金融機関グループからの借入金の総額 
 
2. 当社グループから役員報酬以外の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家および法律専門家に関する記載 
各対象事業年度において、当社グループが支払いまたは提供した金銭その他の財産の価額の総額が1,000万円未満のものについては、当該事 
業年度に係る記載を省略する。 
 
3. 当社グループから寄付を受けている者に関する記載 
各対象事業年度において、当社グループが支払いまたは提供した金銭その他の財産の価額の総額が500万円未満のものについては、当該事業
年度に係る記載を省略する。 
 
4. 配偶者以外の親族に関する記載 
4親等以上離れた者（ただし、同居の親族または生計を共にする者を除く）については、記載を省略する。 
 
5. 役員等の相互就任に関する記載 
当社の社外役員がその出身会社の業務執行者、社外取締役、監査役もしくはこれらに準ずる役職者、またはその出身団体の業務執行者、役員 
もしくは役員に準ずる役職者に該当しなくなってから10年以上が経過しており、かつ、当該出身会社の取締役（社外取締役を含む）、執行役、監査
役（社外監査役を含む）、執行役員もしくはこれらに準ずる役職、または当該出身団体の役員もしくは役員に準ずる役職を務める当社グループ出 
身者が当社グループの業務執行者、社外取締役、監査役またはこれらに準ずる役職者に該当しなくなってから10年以上が経過している場合につ
いては、記載を省略する。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

社内取締役の報酬は、固定部分と業績目標の達成度や株価によって連動する業績連動部分からなります。執行役員としての役位が上位の者ほ
ど業績連動部分の比率が高くなる設計としていますが、平均では、3カ年および各年度の業績目標達成率が全て100％であった場合に報酬全体 
の約60％を業績連動部分が占めることとなります。 
業績連動部分は、毎年の連結業績に応じて支給される「短期インセンティブとしての賞与」、3カ年計画の目標達成を基準とした「中期インセンティ
ブとしての金銭報酬」、株主との利益意識の共有を主眼とした「長期インセンティブとしてのストックオプション」で構成されており、この3種のインセ
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該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

ンティブにより、単年度のみならず中長期的な視野をもって業績や株価を意識した経営を動機付ける設計としています。評価指標、目標水準、支 
給額の水準および連動幅については、客観性を確保するため、社外取締役を委員長とする役員報酬諮問委員会にて議論され、取締役会に答申
されます。 
報酬の水準につきましては、同業または同規模の他企業と比較して、当社の業績に見合った水準を設定しています。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

当社は、業務執行を担当する取締役のほか、取締役を兼務しない執行役員に対してもストックオプションを付与しており、これにより、業務執行を 
担当する取締役および執行役員に対し、リスクを株主と共有し、短期的視点だけでなく中長期的な視野を持ったバランスの取れた経営の動機付 
けを行っています。 

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

取締役・社外取締役・監査役・社外監査役に区分した当期に係る報酬等の種類別（基本報酬・賞与・ストックオプション）の総額を開示しています。
また、代表取締役および報酬等の額が1億円以上である取締役の当期に係る報酬等の種類別の額もあわせて開示しています（2009年度より）。 
 
取締役および監査役の2014年度に係る報酬等の総額 
 
                  基本報酬     賞  与    ストックオプション     合   計 
                                      
取締役（11名）          262百万円   51百万円    130百万円         445百万円 
 うち社外取締役（3名）    39百万円      －         －            39百万円 
監査役（6名）            96百万円      －         －             96百万円 
 うち社外監査役（3名）    36百万円      －         －             36百万円 
  合     計         358百万円   51百万円     130百万円         541百万円 
 
(注)  
1.取締役の基本報酬は、第89回定時株主総会（1989年6月29日）決議による報酬限度額月額30百 
 万円以内です。また、監査役の基本報酬は、第105回定時株主総会(2005年6月29日）決議による 
 報酬限度額月額10百万円以内です。 
2.上記の基本報酬には、当社の子会社の取締役を兼務している当社取締役１名に対し、当該子会社 
 4社が当社を経由して支払った当連結会計年度に係る基本報酬32百万円が含まれています。 
3.上記の取締役の長期インセンティブ型報酬（ストックオプション）は、取締役の職務執行の対価として 
 株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション（新株予約権）の当連結会計年度費用計上 
 額の合計額です。 
4.上記支給額のほか、以下の報酬等があります。 
  (1) 当社取締役3名及び監査役1名に対して、当該取締役及び監査役が取締役を兼務しない執行 
    役員の地位にあったときに付与されたストックオプションの当期費用計上額8百万円 
  (2)2014年6月25日開催の第114回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対して 
   役員退職慰労金支給額23百万円（2004年の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給分） 
5.取締役全員及び監査役全員について上記の役員報酬（（注）1.～4.に記載したものを含む。）以外の 
 報酬の支払いはありません。 
 
 
 
代表取締役および報酬等の総額が1億円以上である取締役の2014年度に係る報酬等の種類別の額 
 
                   基本報酬   賞  与   ストックオプション  合 計 
                                      
代表取締役 魚谷雅彦    47百万円    6百万円     9百万円      63百万円 
代表取締役 カーステン    82百万円   29百万円    65百万円     178百万円 
        フィッシャー 
 
(注)  
1. 当連結会計年度において代表取締役の地位にあった役員及び連結報酬等の総額が1億円以上で 
 あった役員を記載しています。 
2.上記の基本報酬には、代表取締役カーステン フィッシャー氏に対し、同氏が取締役を兼務して 
 いる当社の子会社4社が当社を経由して支払った当連結会計年度に係る基本報酬32百万円が含 
 まれています。 
3.上記の取締役の長期インセンティブ型報酬（ストックオプション）は、取締役の職務執行の対価と 
 して株主総会の承認を得たうえで交付したストックオプション（新株予約権）の当連結会計年度費用 
 計上額の合計額です。 
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報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 

4.上記2名の取締役について上記（(注)1.～3.に記載したものを含む。）以外の報酬はありません。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

＜役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針＞ 
当社の役員報酬制度は、社外取締役を委員長とする役員報酬諮問委員会で設計されており、客観的な視点を取り入れた透明性の高い報酬制度
となっています。当社の役員報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績目標の達成度や株価によって変動する業績連動報酬で構成され、報酬
額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業と比較のうえ、当社の業績に見合った水準を設定しています。 
なお、業務執行から独立した立場にある社外締役及び監査役には、業績連動報酬等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給とし
ています。また、役員退職慰労金制度については、2004年6月29日開催の第104回定時株主総会の日をもって廃止しました。 
当社は2015年度から新たな役員報酬制度を導入しますが、新しい制度においてもこの基本原則に変更はありません。 
 
＜2015年度から2017年度までの３カ年計画に対応した新役員報酬制度＞ 
（変更のねらいと新役員報酬制度の基本的考え方） 
当社は、2015年度から新たな３カ年計画をスタートさせました。これに合わせて役員報酬制度を変更し、より各役員の成果や責任への連動性を高
めた設計としました。この新しい報酬制度により、2015年度から2017年度までの3カ年計画の着実な達成への動機づけを図り、資生堂が100年先
まで輝き続ける会社となるための確かな土台を築き上げることを担保していきます。 
新しい役員報酬制度では、抜本的な変革による事業基盤の再構築に際し、変革のリーダーとしての役員に求められる資質と役割を明確化した上
で、求められる成果を上げた役員に相応の報酬で報いる制度設計としました。2015年度からの３カ年で取り組む事業基盤の再構築の成果が、連
結業績や担当事業業績などの業績数値に反映されるまでには時間を要することを想定しています。一方で、この間当社役員は当社の長期的成
長の観点から極めて重要な課題を解決し成果を上げることが求められます。このことから、業績数値への連動性が高い従来の設計のままでは、2
015年度から2017年度までの変革の努力とその成果に十分に報いることができないと考え、連結業績や担当事業業績に加え、業績数値にすぐに
は反映されない戦略的な取組みの成果について評価する割合を高めます。 
この新役員報酬制度は、事業基盤の再構築を確実なものとすることに焦点を当てた設計であることから、2018年度以降については改めて役員報
酬制度を見直し、2018年度以降の経営環境や課題、経営目標に合った設計に変更します。 
新役員報酬制度の基本的な考え方は、以下のとおりです。 
 
1.抜本的な構造改革の実現に報いることができる設計とする。 
2.新たな組織体制における各役員の役割と責任を明確にし、その役割と責任の大きさに応じた報酬体系とする。 
3.優秀な人材の流出阻止と必要に応じた外部からの獲得を可能とする報酬水準とする。 
 
（新役員報酬制度の概要） 
新役員報酬制度では、上記の基本的考え方に基づき、基本報酬・業績連動報酬ともにその水準や内容を変更します。 
まず、基本報酬の水準を見直し、従来は執行役員としての役位に基づき金額を算定していたものを、各役員の役割と責任の大きさに基づき設定
した“役割等級”に対応させる設計とします。さらに業績連動報酬についても、2015年度から2017年度までの事業基盤の再構築に対するインセン
ティブとして有効に機能する枠組みに変更します。 
これらの結果、新役員報酬制度では、担当領域の規模・責任やグループ経営への影響が大きい役員ほど業績連動報酬の割合を高く設定してい
るという点では当社の従来の役員報酬制度の考え方を踏襲しているものの、従来に比べて基本報酬の割合が増加します。ただし、従来の制度と
比較すると、年次賞与について、その支給率上限を引き下げることとしており、さらに目標達成率が100％を下回った場合における支給条件も厳
格化すること、そして長期インセンティブ型報酬にこれまで導入していなかった業績条件を導入することにより、業績連動報酬に係る条件が、より
厳しいものとなります。これにより、報酬制度全体として、各種目標を高い確度で達成しなければ十分な報酬を得ることができない、厳しい設計と
なります。 
 
具体的な役員報酬制度については、当社の第115回定時株主総会招集ご通知（53ページ～57ページ）に記載して開示しています。 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/2015/pdf/shm_0000.pdf 

＜社外取締役＞ 
社外取締役の業務を補助する担当窓口を設置し、業務遂行に支障のないようサポートを行っています。 
＜社外監査役＞ 
監査役会および監査役の業務を補助する監査役会スタッフグループを設置して使用人を配置しています。 

＜経営・執行体制の状況(社外取締役の役割・機能を含む）＞ 
（取締役会、執行役員が関連する会議） 
当社の取締役会は社外取締役3名を含む取締役6名で構成され、少人数で迅速な意思決定を行う体制としています。取締役会は最低毎月1回開
催し、重要事項はすべて付議されています。 
また、執行役員制度を採用し、意思決定・監督を担う取締役会の機能と、業務執行を担う執行役員の機能を分離しています。さらに、業務執行を
担当する執行役員による会議体で、重要案件の業務遂行を決裁する「Executive Committee」および中期計画・年度計画に関する事項を審議・決
裁する「経営計画会議」を設けることで、執行役員への権限委譲を進め、責任の明確化と経営のスピードアップを図っています。Executive Commi
tteeおよび経営計画会議の議長は、CEO(最高経営責任者)である社長が務めています。このほか、各執行役員は担当執行役員の意思決定を行
う会議において、業務執行にかかる意思決定を行うほか、取締役会やExecutive Committeeへの提案事項等を審議しています。 
なお、取締役及び執行役員の任期は1年としています。 
経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、2006年より独立性の高い社外取締役2名を起用して
います。2011年には更に1名追加し、3名の独立性の高い社外取締役を起用しています。 
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これに加えて、社外取締役を除く3名の取締役のうち1名（執行役員社長）は当社以外でのキャリアを持つ人材であるなど、取締役のダイバーシテ
ィを確保しています。併せて、執行役員についても、多様な人材を社内外から登用するほか、若手の起用を進めており、執行能力の向上を図って
います。 
 
（取締役会諮問委員会） 
このほか、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の諮問機関として、役員の報酬制度などの答申案を策定する「役員報酬諮問委員
会」と取締役・執行役員候補の選抜などの答申案の策定を行う「役員指名諮問委員会」を設置しています。いずれの委員会も社外取締役を委員
長とし、客観性を確保しています。 
「役員報酬諮問委員会」では、当社が2015年度から2017年度の間に取り組む抜本的な構造改革の実現に報いることができる設計を採用した新た
な役員報酬制度の答申案を作成し、取締役会の承認を得て報酬制度の改定を行いました。 
「役員指名諮問委員会」では、新任執行役員候補の選抜のほか、トップマネジメント力の強化を狙いに、執行役員の在任期間の上限設定や昇降
格・退任のルールなどを構築し、透明性の高い厳正な運用を行っています。なお、執行役員の在任期間の上限は、同一役位で原則4年、最大6年
としています。 
 
 
＜取締役および監査役等のダイバーシティ＞ 
当社の取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを持った取締役で構成
されることが必要であると考えています。また、監査役についても、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べる義務があることから、取締役と
同様多様性と高いスキルが必要であると考えます。 
社外役員については、取締役会による監督と監査役による監査という二重のチェック機能を果たすため、法定の社外監査役だけでなく、取締役会
での議決権を持つ社外取締役が必要であり、ともに高い独立性を有することが重要であると考えます。  
取締役会における重要な意思決定に際しては、取締役及び監査役のダイバーシティ（多様性）が担保されていることが重要であり、その中でも化
粧品メーカーとして女性の価値観及び発想が特に重要であることから、女性の取締役及び監査役の選任が必要であると考えています。 
2015年6月末日現在、取締役会での議決権を持つ取締役6名は、資生堂グループ以外で経営者としての幅広いキャリアを積み上げてきた執行役
員社長を筆頭に、資生堂グループにおいてキャリアを有する者2名、高い独立性を有する社外者3名で構成されています。また監査役5名は、資生
堂グループでキャリアを有する常勤者2名と高い独立性を有する非常勤の社外者3名で構成されています。取締役・監査役計11名は、男性8名（取
締役5名、監査役3名）、女性3名（取締役1名、監査役2名）で構成されています。 
 
これらのメンバーがそれぞれの知識・経験・能力を活かして議論を行い、法令上及び経営上の意思決定と業務執行の監督を行っています。 
 
  ・取締役（6名）：男性5名、女性1名（2015年6月末日現在） 
  ・監査役（5名）：男性3名、女性2名（2015年6月末日現在） 
  ・執行役員（取締役を兼務していない者）（17名）：男性14名、女性3名（2015年6月末日現在） 
  ・役員報酬諮問委員会 委員長および委員（5名）：男性4名、女性1名（2015年6月末日現在） 
  ・役員指名諮問委員会 委員長および委員（5名）：男性4名、女性1名（2015年6月末日現在） 
  ・CSR委員会 委員長および委員（9名）：男性8名、女性1名（2015年6月末日現在） 
 
 
＜監査の状況＞  
（監査役の構成） 
監査役（5名）：常勤監査役2名と独立性の高い社外監査役3名で構成されています。 
 
（内部監査） 
当社では社長直轄の監査部が、グループ全体を対象に、業務執行の適正性を監査するとともに、内部統制の有効性を評価し、その結果を取締
役会および監査役会に報告しています。 
このほか、安全、環境、情報システムなどの専門領域は、それぞれの担当部門が中心となり監査を実施しています。 
 
（監査役監査、監査役の機能強化に関する取組状況） 
当社は、常勤監査役2名と、独立役員である非常勤の社外監査役3名で監査役会を構成しています。監査役は、取締役会その他重要な会議への
出席などを通じ、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査しています。また、社外監査役は、それぞれの分野での豊富な経験と識見を
活かし、独立的な視点で必要な助言・提言・意見を述べています。 
代表取締役と監査役は、定期的な意見交換会を開催し、コーポレート・ガバナンスについての課題解決に向けた活動へと結び付けています。 
また、監査役専従スタッフを配置するなど、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備しています。 
 
（会計士監査） 
当社は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査人である あずさ監査法人により会計士監査を受けています。 
業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等は以下のとおりです。 
 
所属する監査法人名        業務を執行した公認会計士の氏名等       継続監査年数 
有限責任あずさ監査法人   指定有限責任社員 業務執行社員 目加田 雅洋      4年 
     同 上          指定有限責任社員 業務執行社員 藤井 亮司        2年 
     同 上          指定有限責任社員 業務執行社員 川上 尚志        5年 
 
また、監査業務に係る補助者は、公認会計士・会計士補等で構成されています。 
 
（内部監査、監査役監査および会計士監査の相互連携） 
当社は、いわゆる三様監査（内部監査、監査役監査および会計士監査）の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会
を開催して監査計画・結果の報告、意見交換などの相互連携の強化に努めています。 
 
 
＜当社独自の制度・仕組み（CSR委員会）＞ 
取締役会直轄の委員会として、「CSR委員会」を設置しています。執行役員社長を委員長とし、社内から横断的に委員を選定して運営し、活動計
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３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

画や活動結果を取締役会に提案・報告しています。 
「CSR委員会」では、企業が社会的責任を果たしていくことが持続的発展のために必要不可欠であるとの考えのもと、企業価値向上をめざし、全
社的な観点から包括的なモニタリングを行っています。また、グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進するとともに、企業倫理の周知徹
底、総合リスク対策、情報セキュリティなどの活動を推進し、企業品質向上に向けた活動を統括しています。 

当社は、業務執行に対する「取締役会による監督」と「監査役会による適法性・妥当性監査」の二重のチェック機能をもつ監査役設置会社の体制
を選択しています。さらに、グローバル企業として、高いレベルでステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンスの確立と競争に打ち
勝つトップマネジメント力の強化が不可欠と考え、「経営の透明性・公正性・迅速性」の向上を図るため、以下の4つの観点でコーポレート・ガバナ
ンス改革に取り組んでいます。 
 
 ・責任体制の明確化（執行役員制度の導入など） 
 ・経営の透明性・健全性の強化（役員指名諮問委員会・役員報酬諮問委員会の設置） 
 ・監督・監査機能の強化（社外取締役招聘、独立性の高い社外取締役・社外監査役の設置） 
 ・意思決定機能の強化（Executive Committeeおよび経営計画会議の設置など） 
 
これらの機能強化のため、監査役設置会社の体制を基に委員会設置会社の優れた機能を統合した体制としています。 
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会開催の約3週間前の早期発送を心がけています。2015年の第115回定時株主総会
においては、総会前日から25日前である5月29日（金）に発送しました。 
また、招集通知の発送に先駆け、当社ウェブサイトにおいて招集通知を早期掲載しました 
（和文：5月19日（火）、英訳：5月26日（火））。

集中日を回避した株主総会の設定 2015年第115回定時株主総会においては、集中日より3日早い6月23日（火）に開催しました。

電磁的方法による議決権の行使 当社は2003年第103回定時株主総会より電磁的方法による議決権行使を採用しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

当社は2006年106回定時株主総会より、株式会社ICJが運営する「議決権行使プラットフォー
ム」にも参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知は、英訳版を作成し、可能な範囲で外国人株主のみなさまに発送するとともに、東京
証券取引所および当社のウェブサイトに掲載しています。

その他

当社は、2008年6月より、議決権行使結果の開示を行ってきました。 
2010年度からは東京証券取引所での適時開示、当社ウェブサイトでの開示、臨時報告書での
開示を行っています。 
 
また、2015年の第115回定時株主総会より、総会当日に来場株主のみなさまにご覧いただい
た事業報告（動画および議長のプレゼンテーション）の動画（和英）を当社ウェブサイトに掲載
しています。 
 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/ 
 
 
当社の株主総会では、環境に配慮した運営を行っています。 
2015年第115回定時株主総会では、昨年に引き続き、受付時に株主さまにお渡しするご出席
票に使用済PETボトルを再利用した材料を使用するなど、CO2（二酸化炭素）等の温室効果ガ
スの排出量削減に努めたほか、招集通知にFSC認証紙や大豆油インキを使用し、環境に配慮
しました。また、株主総会の運営で排出されるCO2については、他の場所で実現した温室効果
ガスの排出削減・吸収量等を購入することで埋め合わせを行う「カーボン・オフセット」を実施し
ました。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社では、「情報開示の基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「沈
黙期間の設定」および「将来の見通しについての留意事項」からなるディスクロ
ージャー・ポリシーを2006年に策定し、当社ウェブサイトにて公表しています。 
 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/disclosure/policy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催

当社では、社長または執行役員による説明会を開催しており、その模様を当
社ウェブサイトで配信しています。 
 
また、2011年度より、当社の株主さまコミュニケーションについて株主さまから
直接ご意見を伺う場として「株主さまミーティング」を定期的に開催しています
（第一回：2012年2月9日（木） 大阪、第二回：2012年9月7日（金） 名古屋、第
三回：2013年2月8日（金） 福岡、第四回：2013年9月6日（金） 神戸、第五回：
2014年2月6日（木） さいたま、第六回：2014年9月12日（金） 名古屋、第七
回：2015年2月20日（金） 札幌）。

あり
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３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算および第2四半期決算発表時の年2回開催しています。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 欧米およびアジアにおいて、主に個別訪問形式にて開催しています。 あり

IR資料のホームページ掲載

法定および任意の開示資料：株主総会招集通知、有価証券報告書（四半期報
告書）、適時開示資料、決算説明会資料、決算短信（四半期財務・業績の概
況）、アニュアルレポート、事業報告書等を掲載しています。 
 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/library/ 
 
 
また、本決算および第2四半期決算発表時に開催するアナリスト・機関投資家
向け説明会におけるプレゼンテーションおよび質疑応答の動画（和英）も掲載
しています。 
 
http://www.shiseidogroup.jp/ir/library/acc/

IRに関する部署（担当者）の設置

IR担当部署 
ＩR部 
 
IR担当役員等 
執行役員 最高財務責任者 直川 紀夫 
コーポレートコミュニケ―ション本部長 永井 美保子 
 
IR事務連絡責任者 
IR部長 白岩 哲明 

その他
年に2回の決算説明会の他に、逐次、国内外の機関投資家向けに合同説明 
会や個別訪問を実施しています。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

資生堂グループ企業理念である「Our Mission, Values and Way」の実現に向けて、資生堂グル
ープの根幹をなす存在意義であるOur Missionと、これを実現するために共有すべき心構え（Ou
r Values）およびよるべき行動（Our Way）、そして「資生堂グループ倫理行動基準」を定めていま
す。 
「Our Way」では、「お客さま」「取引先」「株主」「社員」「社会・地球」というステークホルダーに対
してどのような企業行動を取っていくのかを定め、国ならびに地域の法令や社内規則の遵守は
もちろんのこと、より高い倫理観をもって業務に取り組むための行動基準を定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

資生堂グループのCSR活動は、資生堂グループ企業理念「Our Mission,Values and Way」 のも
と、ステークホルダーに対して社員一人ひとりがとるべき行動基準を示した「Our Way」の実践と
して推進しています。 
 
 
環境保全活動を含むCSR活動等の実施状況等、企業の社会的責任についてのステークホルダ
ーへのご報告等を、アニュアルレポート（冊子およびWEB版）およびCSRレポート（WEB版のみ）
にて情報発信しています。 
 
また、資生堂グループ企業情報サイト（http://www.shiseidogroup.jp/csr/）では、資生堂のCS
R・環境に関するページを、以下の方針で編集しています。 
 
■各活動の取り組みを、ISO26000（社会的責任に関する手引き）の7つの中核主題に 
  準じてご紹介しています。 
■各ページの報告内容を簡潔にし、読みやすくしました。 
■グループの報告を充実させるために、海外での取り組みにも焦点を当てました。 
■CSR・環境および人事関連の実績報告を一覧で開示しています。 
■掲載している情報の対象期間は、2014年度（2014年4月1日から2015年3月31日） 
  を中心としていますが、一部当該期間以前もしくは以後直近の内容も含まれて 
  います。 
■国連グローバル・コンパクト、GRI（Global Reporting Initiative）のサステナビリティー・ 
  レポーティング・ガイドライン第4版（G4）、 ISO26000（社会的責任に関する手引き）を 
  参考にしています。 
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■対象範囲は、株式会社資生堂と資生堂グループ各社（連結子会社）92社、 
  2015年3月31日現在としています。上記対象範囲と異なるデーターにつきまし 
  ては、注釈を明記しています。  

その他

＜社員のダイバーシティ＞ 
資生堂グループでは、さまざまな国や地域で、国籍や性別、年齢、雇用形態の違い、障がいの 
有無など、多様な属性、価値観、発想を持った社員が働いており、グローバルレベルでダイバ 
ーシティを推進しています。また、資生堂グループのお客さまの9割は女性であることから、女 
性の価値観や生活の現状を理解した上で新たな商品やサービスを提供することが重要と考え、 
社員の約8割を占める女性社員が経営や事業活動において中核的役割を果たせるようにさま
ざ 
まな支援策を導入しています。 
 
  ・全世界の資生堂グループの女性社員比率：84.3％（2015年3月期末現在） 
  ・全世界の資生堂グループの女性リーダー比率（※）：50.3％(2015年3月期末現在） 
  ・日本国内の資生堂グループの女性社員比率：83.7％（2015年3月末日現在） 
  ・日本国内の資生堂グループの女性リーダー比率（※）：27.5％（2015年3月末日現在） 
    ※女性リーダー比率とは、「部下を持つ管理職全体に占める女性の比率」を指します。 
 
なお、当社は、政府が掲げた目標(2020年)を前倒しし、2016年度中に資生堂グループにおける
国内の女性リーダー比率30％をめざすことを宣言しています。 
2015年4月1日現在の国内の女性リーダー比率は27.2％ですが、数値目標の達成を目的化する
のではなく、能力のある人材をリーダーに任用することを前提に、男女の隔たりなく人材を育成
することが肝要と考え、引き続き女性リーダーが恒常的に生まれる社内風土の醸成をめざしま
す。 
 
当社の男女共同参画に関する具体的な取り組みや、その実現に向けた育児や介護との両立支
援制度等については、資生堂グループ企業情報サイトに掲載しています。  
http://www.shiseidogroup.jp/csr/labor/diversity.html 
http://www.shiseidogroup.jp/csr/labor/working.html
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社の「内部統制システムの基本方針」は以下のとおりです。 
 
 
＜当社およびグループ各社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、グループ全体におけ
る業務の適正性を確保するための体制＞ 
 
当社およびグループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会において決定する。 
代表取締役は、定期的に職務の執行状況を取締役会に報告する。取締役の業務の執行に関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を
選任する。監査役は、取締役の職務の執行について適法性・妥当性監査を実施する。取締役および使用人は、監査役からの求めに応じ、職務の
執行状況を監査役に報告する。 
資生堂グループ共通の企業使命・事業領域であり、普遍の存在意義として定めた「Our Mission」を実現するために、資生堂グループで働く一人
ひとりが共有すべき心構え「Our Values」と、より高い倫理基準をもって業務に取り組むための行動基準「Our Way」「資生堂グループ倫理行動基
準」を制定し、適法かつ公正な企業活動の推進に努める。（＊） 
また 、「Our Way」「資生堂グループ倫理行動基準」に基づきグループ全体で遵守する基本ポリシー・ルールを制定し、「Our Mission」「Our Values」
「Our Way」「資生堂グループ倫理行動基準」と併せて、グループ各社・各事業所への浸透を図り、もって、グループ各社・各事業所が、詳細な諸規
程を制定するための環境を整備する 。 
取締役会直轄の「CSR委員会」を設置し、「グループ全体の適法かつ公正な企業活動の推進」や「リスク対策」など、企業品質向上に向けた活動を
統括し、活動計画や活動結果を取締役会に提案・報告する。 
グループ全体の適法かつ公正な企業活動を推進する企業倫理推進担当をグループ各社・各事業所に配置し、定期的に企業倫理に関する研修を
実施する。企業倫理推進担当は、各職場における企業倫理活動の計画を立案し、その推進状況および結果をCSR委員会に報告する。 
グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見して是正することを目的に、CSR委員会委員長や社内カウンセラー、社外法律事
務所等を通報・相談先とする複数の内部通報窓口をCSR委員会内に設置する。 
内部監査に係る諸規程に従い、グループ全体の内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。 
内部監査の結果は、取締役および監査役に報告する。 
 
 
 
＜当社およびグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制＞ 
 
迅速で効率性の高い企業経営を実現するために執行役員制度を導入し、意思決定、監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行役員の役
割を分離する。 
代表取締役は、目標達成に向けたグループ全体の職務の執行を統括し、監督する。執行役員は、グループ各社を含む担当領域の具体的な目標
を決定するとともに効率的な業務遂行体制を構築する。 
なお、重要な業務遂行については、多面的な検討を行うために執行役員をメンバーとする経営会議において審議する。 
取締役会および経営会議において目標に対する進捗状況を確認し、必要な改善策を実施する。 
 
 
 
＜当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当
社への報告に関する体制＞ 
 
取締役会議事録、経営会議議事録など重要な書類については、法令・諸規程に基づき文書管理を行い、取締役、監査役からこれら重要な書類
の閲覧の要求があった場合には、直ちに提出する。 
このほか、取締役および使用人の職務の執行に係る情報については、情報資産の保護や情報開示に関する諸規程を策定し、これに基づき管理
する。 
グループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る重要事項について、当社への報告等を定める諸規程に基づき、グループ各社から適
時に報告を受ける。 
 
 
 
＜当社およびグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制＞ 
 
取締役会直轄の「CSR委員会」を設置し、企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。「CSR委員会」は、経営戦略上のリスクや業務運
営上のリスクを把握・評価し、必要な予防策を講じ、また、緊急事態を想定した対応マニュアルを策定する。 
緊急事態が発生した場合には、その大きさに応じて「対策本部」、「対策プロジェクト」、「対策チーム」などのレベル別の組織を編成して対応を実施
する。 
 
 
 
＜監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項＞ 
 
監査役会および監査役の職務を補助する監査役会スタッフグループを設置して使用人を配置する。 
監査役会スタッフグループの使用人については、当該使用人の取締役からの独立性と監査役の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任
命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査役の同意を必要とする。 
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

 
＜取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制、監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制＞ 
 
取締役および使用人は、取締役会その他重要な会議への監査役の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査部門の監査結果を
監査役に報告する。このほか、監査役からの求めに応じ、業務および財産の状況を報告する。 
また、グループ各社を含め取締役および使用人から監査役へ直接通報するルートを構築し、社内へその周知を図る。 
当社およびグループ各社は、監査役へ報告・通報したことを理由として、当該取締役および使用人に対して解任、解雇その他いかなる不利な取
扱いも行わないための諸規程を整備、周知する。 
 
 
 
＜監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係
る方針に関する事項＞ 
 
監査役会および監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上する。ただし、緊急または臨時に支出した費用につい
ては、事後に償還に応じる。 
 
 
 
＜その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制＞ 
 
代表取締役と監査役の間で定期的な意見交換会を開催する。また、監査役からの求めに応じ、監査役と会計監査人および内部監査部門との間
で連絡会を開催するほか、各種会議への監査役の出席を確保するなど、監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。 

当社では、「市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人および団体とは関係をもたないこと。このような個人および団体
からの金品や役務の求めには一切応じないこと」を「倫理行動基準」において宣言しています。CSR部に統括機能を設置し、情報の集約化を図る
とともに、イントラネット上での対応マニュアルの整備等を行っています。地元警察署との連携を図り、また「特殊暴力防止対策協議会」に加盟す
るなど、外部情報の収集や外部団体との連携を強化しています。
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 なし

第106回定時株主総会にて、「当社株式の大量取得行為に対する対応策」（買収防衛策）が決議され、その有効期間は2008年6月25日開催の第1
08回定時株主総会の終結の時までとなっていました。 
当社は、2008年度からの3ヵ年計画を着実に実行していくことが、グローバル市場における競争力と持続的成長性を高め、企業価値の最大化、ひ
いては株主共同の利益の確保・向上に繋がるものと考え、2008年4月30日開催の取締役会において、第108回定時株主総会の終結のときをもっ
て、本買収防衛策を継続しないことを決議しました。 
第108回定時株主総会においては、本買収防衛策の根拠規定となっていた定款条文の削除が決議されました。 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。 
 
当社は、「多くの人々との出会いを通じて、新しく深みのある価値を発見し、美しい生活文化を創造する」という、資生堂グループの根幹をなす存
在意義（Our Mission）を実現するために、資生堂グループで働く一人ひとりが共有すべき心構えである「Our Values」（*1）と、「お客さま」「取引先」
「社員」「株主」「社会・地球」といった各ステークホルダーに対する行動規範である「Our Way」および「資生堂グループ倫理行動基準」（*2）を定め
ています。 
「Our Way」の中では、「株主とともに」として「私たちは、有形・無形資産、資金などの資産を最大限にいかし、持続的な企業価値の向上に努めま
す。」「私たちは、企業統治と内部統制に関するルールを遵守し、適正な会計処理を行います。」「私たちは、株主や投資家との対話を大切にし、
信頼を得られるように努めます。」と宣言し、これを株主や投資者の皆様からの信頼を得るための企業行動の基本としています。 
 
また、投資者等への経営情報の開示方針として、「資生堂 ディスクロージャー・ポリシー」を定めています（*3）。 
 
このように、投資者の投資判断に重要な影響を与える事実や決算に関する情報の適時適切な開示について、資生堂グループのすべての者が真
摯な姿勢で取り組んでいます。 
 
具体的には、投資者の判断に影響を与える重要な事実に関して、決定事実・決算に関する情報、発生事実、それぞれにおいて次のような体制を
とっています。 
 
1． 決定事実・決算に関する情報 
資生堂グループの各事業所・各部門において、重要事実とはどのような事実が該当するのかを把握・認識するために、法令や上場規則を反映し
た社内ルールの中で重要事実を一覧表としてまとめ、案件ごとに判断しています。 
さらに、これらの案件を取締役会等へ提案するにあたっては、東京証券取引所の担当部署であるIR部において適時開示ルールに則った重要事
実であるか否かを確認し、経営企画部において重要事実の管理を行っています。 
このような重要事実の明確化のしくみに加えて、適時適切な開示のしくみとして、定例的に開催される「ディスクロージャー会議」と、重要事実の内
容によって機動的に編成される「検討チーム」があります。ここでは、開示内容の検討だけでなく、開示資料の作成と確認も行っています。 
これらのしくみを踏まえて、取締役会において案件の決定並びに情報開示の対応の決定をしており、決定後、ただちに東京証券取引所を通じて
適切に開示しています。 
 
2．発生事実 
突発的事象に対しては、「CSR委員会」が関連部門を招集し緊急対応を行うとともに、迅速な開示対応を図るしくみを構築しています。 
具体的には、社内ルールとして策定した緊急時対応マニュアルに沿って、「緊急打合せ会」や「臨時委員会」を開催します。ここで、リスクのレベル
を判断し、レベルに応じて対応組織を編成します。重要事実に該当するレベルのものについては、緊急時対策本部を設置し、速やかかつ適切な
開示への対応を図っています。 
 
また、各事業所・各部門の業務執行に関しては、監査部が厳正な内部監査を実施しており、企業経営の公正性、透明性の確保・向上に努めてい
ます。 
 
---------- 
 
（*1） 
Our Values 
 
伝統は、優位を築く基となり 
 
多様性は、人材と組織を強め 
 
そして革新こそが成長を生み出します 
 
---------- 
 
（*2） 
Our Way および資生堂グループ倫理行動基準 
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資生堂グループ全社員は、持続的発展をめざして行動します。 
 
【お客さまとともに】 
1．私たちは、常にお客さまの視点に立ち、真に満足していただける安全で優れた商品とサービスの研究、開発、製造、販売に努めます。 
  (1)私たちは、品質と安全性をなにものにも優先し、お客さまに安心していただけるように努めます。 
     また、法令はもとより独自の厳しい基準を遵守し、安全性評価システムを実行していきます。 
  (2)私たちは、お客さまにとって必要な情報を適切に提供します。また、お客さまが商品とサービスを選択する際に必要な情報を 
     正確にわかりやすく表示し、ていねいに説明します。 
   (3)私たちは、お客さまに支持され、商品やサービスの選択に役立つ、公正で創造的な美しい宣伝を制作します。 
 
2．私たちは、お客さまと接するあらゆる機会に、お客さまの満足と信頼を高められるように誠実に行動します。 
  (1)私たちは、お客さまに対し、常に感謝の気持ちとおもてなしの心をもって接します。 
  (2)私たちは、お客さまから苦情が寄せられた場合は、誠実かつ迅速に対応します。 
  (3)私たちは、お客さまの声を真摯に受けとめ、商品やサービスの改良・改善および開発にいかします。 
 
3．私たちは、資生堂グループのすべてのブランド価値を高めることに努めます。  
  (1)私たちは、美しさと健やかさの実現を、お客さまとともに考えることで信頼とブランド価値を高めます。そして、店頭をはじめと 
    するお客さまとのすべての接点においても、ブランド価値を高めるように努めます。 
  (2)私たちは、ブランド価値を高める知的財産を侵害されないよう管理します。また、他者の知的財産を尊重します。 
 
【取引先とともに】 
1．私たちは、取引先を適切に選び、公正・透明・自由な競争、ならびに適正な取引を行います。 
  (1)私たちは、販売先、購買先、業務委託先などの取引先を、品質や価格などの視点だけではなく、人権尊重・法令遵守や環境 
    保全および社会的課題などへの取り組み状況によって選びます。 
  (2)私たちは、不当な価格協定・談合・ダンピングなど、自由な競争を妨げる行為を行いません。 
 
2．私たちは、公正さを疑われるような贈答や接待をしたり、受けたりしません。 
  (1)私たちは、取引先と仕事に関して、金銭・贈答品の授受はしません。例外として、儀礼的もしくは季節的な習慣がある場合には、 
    社会的に許される範囲でのみ行います。 
  (2)私たちは、取引先と仕事に関して、飲食やその他の接待についても、社会的に許される範囲でのみ行います。 
 
3．私たちは、こころざしを同じくするすべての取引先を尊重し、お互いの持続的な発展に努めます。 
  (1)私たちは、取引先と対等な関係を保ち、高圧的な態度はとりません。 
  (2)私たちは、取引先と人権尊重・法令遵守・環境保全など社会的責任の遂行にかかわる姿勢を共有し、取引先にその自発的な 
    取り組みを促します。 
  (3)私たちは、取引先と協力し、資生堂グループが有するブランド価値を高めることに努めます。 
 
【社員とともに】 
1．私たちは、職場におけるすべての人たちの人格、個性、およびその多様性を尊重し、ともに育ち、育てあうように努めます。 
  (1)私たちは、人種、皮膚の色、性別、年齢、言語、財産、国籍または出身国、宗教、民族または社会的出身、政治的見解 
    またはその他の見解、障がい、健康状態、性的指向などによるあらゆる差別や虐待、セクシュアルハラスメントやパワー 
    ハラスメントなどのモラルハラスメントは絶対に行わず、決して許しません。 
  (2)私たちは、ともに働く人と力を合わせ、仕事に対して最大限に能力を発揮します。 
  (3)私たちは、ともに働く人との対話に努め、自分自身と職場の人たちの成長を心がけて行動します。 
  (4)私たちは、公正な人事評価に取り組みます。 
 
2．私たちは、誠実に仕事へ取り組むとともに、公私のけじめを守ります。 
  (1)私たちは、機密情報や個人情報の漏えい、紛失などが生じないように適正に管理し、不適正な利用はしません。 
  (2)私たちは、資生堂グループの商品・サービスと競合する事業に従事するなど、資生堂グループの事業に悪影響をおよ 
    ぼす活動はしません。 
  (3)私たちは、職務や職位を利用して、私的な接待や物品を求めることや個人的活動への協力を求めること、第三者に 
    対して便宜を図ることはしません。 
  
3．私たちは、健康的で安全な職場環境と、社員のゆとりと豊かさの充実に努めます。 
  (1)私たちは、安全、清潔で健康的な職場環境づくりに努めます。 
  (2)私たちは、心身の健康の維持と管理およびワークライフバランスの実現に努めます。 
 
【株主とともに】 
1．私たちは、有形・無形資産、資金などの資産を最大限にいかし、持続的な企業価値の向上に努めます。  
  (1)私たちは、資産を適切に管理し、事業や社会貢献のために適正に使用します。 
  (2)私たちは、出資・投資・融資は、慎重に検討し、適正な手続きを経て行います。 
  (3)私たちは、企業危機を包括的に把握し、未然防止を図るとともに、万一発生時には損害を最小限に抑えるために速やかに 
    対応し、再発防止に努めます。 
 
2．私たちは、企業統治と内部統制に関するルールを遵守し、適正な会計処理を行います。 
  (1)私たちは、正確な財務・税務会計を行い、信頼性を確保します。 
  (2)私たちは、社内外の監査機能を強化し、健全な企業経営を行います。 
  (3)私たちは、株価に影響する情報を適切に管理し、インサイダー取引のような不公正な取引には決して関与しません。 
 
3．私たちは、株主や投資家との対話を大切にし、信頼を得られるように努めます。 
  (1)私たちは、すべての株主や投資家と公平に接し、正確な経営情報を積極的かつ速やかに開示するとともに、株主や投資家 
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    の意見を企業経営にいかし、良好な信頼関係を築きます。 
  (2)私たちは、会社の最高意思決定機関である株主総会を適正に運営し、説明責任を果たします。 
 
【社会・地球とともに】   
1．私たちは、すべての国や地域それぞれの法令を遵守し、人権尊重はもとより高い倫理観を持って行動します。 
  (1)私たちは、すべての国や地域それぞれの法令を遵守し、歴史・文化・慣習などを尊重します。 
  (2)私たちは、国際条約などの国際法を尊重し、人権侵害につながる児童労働、強制労働などは絶対に行いません。 
  (3)私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるなどの、違法行為を行う個人および団体とは関係をもちません。 
    また、このような個人および団体からの金品や役務の求めには一切応じません。 
  (4)私たちは、政治や行政などと、公正で透明度の高い関係を維持します。 
 
2．私たちは、独自の厳しい基準に沿った環境対応を推進し、生物多様性に配慮しながら、人も地球も美しく共生する持続 
  可能な社会をめざします。 
  (1)私たちは、CO2をはじめとする温室効果ガス（GHG）排出量削減などにより、気候変動の緩和に努めます。また、 
    化学物質を適切に管理し、大気・水質・土壌汚染を防ぎます。 
  (2)私たちは、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の考え方に基づき、事業活動のプロセスやお客さまの手もとに 
    おいて、廃棄物ができるかぎり少なくなるように努めます。 
  (3)私たちは、美しさの実現と環境への配慮が共存した新しい商品やサービスの開発に取り組みます。 
  (4)私たちは、環境対応と事業活動を両立させるための新技術開発に積極的に取り組みます。 
 
3．私たちは、広く社会と双方向のコミュニケーションを充実させ、協働して社会的課題解決に努めます。 
  (1)私たちは、広く社会との対話に努め、化粧の力などで人々を元気づけ健やかにする活動、女性支援活動、文化活動、 
    環境活動などに取り組み、グローバル社会からの期待に応えます。 
  (2)私たちは、事業所が所在する地域社会との交流を深め、地域に貢献する活動を通じて、企業市民としての責任を 
    果たします。 
 
---------- 
 
(*3） 
資生堂 ディスクロージャー・ポリシー 
 
1．情報開示の基本方針 
資生堂は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、 
常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、投資者 
への会社情報の適時適切な提供について真摯な姿勢で臨みます。 
このように適時適切な情報開示を通じて、資本市場との良好な信頼関係を構築するとともに、市場の評価の経営へのフィード 
バックにも努めることで、株主価値の増大を図っていきます。 
 
2．情報開示の基準 
（1） 重要情報の適時開示 
証券取引法等の関係法令および当社が株式上場している東京証券取引所の定める適時開示規則に則って、情報開示を行い 
ます。 
（2）任意開示 
上記の適時開示規則に該当しない情報についても、投資判断に資する有用な情報と判断する内容に関しては、適時性と公平性 
を鑑みながら積極的に開示を行います。 
 
3．情報開示の方法 
適時開示規則が定める重要情報、および同規則に該当しない有用な任意情報の開示は、東京証券取引所が提供する適時開示 
情報伝達システム「TDnet」を通じて行います。同時に、当社ホームページにも当該情報を掲載します。 
 
4．沈黙期間 
当社では決算情報に関して、公表前の漏洩を防ぎ公平性を確保する観点から沈黙期間を設けています。具体的には、本決算、 
第2四半期決算に関しては決算日(※)翌日から決算発表日までの数週間、第1、第3四半期決算に関しては発表日までの2週間を 
沈黙期間としています。沈黙期間中は、決算に関する質問への回答やコメントを一切控えることとしています。 
 
(※)2015年度は決算期の変更により、変則決算期間（国内法人：4月1日～12月31日、海外法人：1月1日～12月31日）とし、 
本決算日は12月31日となります。  
 
5．将来の見通しについて 
当社が開示する情報のうち、歴史的事実以外のものは、開示時点における当社の判断による将来の見通しおよび計画に基づいた 
将来予測です。 
これらの将来予測には、リスクや不確定要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績は見通しとは異なる可能性があること 
をご承知おきください。 
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